
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 宿 舎 管 理 規 則 新 旧 対 照 表  

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 

 

 

 

 

別表第１（第２条第２項関係） （略） 

別表第２（第３条関係） 

１．一般宿舎 

ａ ｂ ｂ ｃ ｄ ｅ

ＲＣ 30 30

Ｗ 2 1 3

(30) (1) (31)

ＲＣ 30 1 31
熊取職員宿舎

大阪府泉南郡熊取町朝代
西２―１０１０

（略）

丹波町職員宿舎
京都府船井郡京丹波町冨
田蒲生野１４４番地１

（略）

十条職員宿舎
京都市南区西九条東御幸
田町１２―３

宿　舎　名 所　　　在　　　地 構造

宿　舎　戸　数　（戸）

単身用規格 世帯用規格
計

 

 
２．看護師宿舎 （略）  

＊構造 W･･木造、B･･組積造、RC･･鉄骨鉄筋

コンクリート及び鉄筋コンクリート造 

＊宿舎戸数（戸）の上段は、平成２１年度以

降に設置又は大規模改修した戸数で内数 

 

別表第３（第１３条関係）  

別表第４（第２５条関係）  

様式１ 

   （略） 

様式９ 

 

 

   附 則 

 この規則は、平成２９年１２月１日から施行

する。 

 

別表第１（第２条第２項関係） （同 左） 

別表第２（第３条関係） 

１．一般宿舎 

ａ ｂ ｂ ｃ ｄ ｅ

ＲＣ 30 30

(30) (1) (31)

ＲＣ 30 1 31
熊取職員宿舎

大阪府泉南郡熊取町朝代
西２―１０１０

（同　左）

世帯用規格
計

（同　左）

十条職員宿舎
京都市南区西九条東御幸
田町１２―３

宿　舎　名 所　　　在　　　地 構造

宿　舎　戸　数　（戸）

単身用規格

 

 

２．看護師宿舎 （同 左）  

＊ （同 左） 

 

＊ （同 左） 

 

 

別表第３（第１３条関係） 

別表第４（第２５条関係） 

様式１  

   （同 左） 

様式９ 

 

（略） 
～

 
（同 左） 

～
 


